
第

二

千

九

百

四

十

六

号

平

成

三

十

年

五

月

十

五

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
漁
業
権
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
等

(

里
川
振
興
課)

二
九
九
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

三
〇
一

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

○
第
五
種
共
同
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
者
が
漁
業
権
を
行
使
で
き
る
範

囲
の
制
限

(

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会)

三
〇
一

公

示

○
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
増
殖
指
針

(
里
川
振
興
課)

三
〇
二

正

誤

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
中
訂

正

(

治

山

課)
三
〇
二

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
漁

業
権
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
等
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

漁
業
種
類

第
五
種
共
同
漁
業
、
第
一
種
区
画
漁
業
及
び
第
二
種
区
画
漁
業

二

公
示
番
号
、
漁
業
の
名
称
並
び
に
漁
場
の
位
置
及
び
区
域

別
表
の
と
お
り

三

漁
業
時
期

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

四

制
限
又
は
条
件

１

第
五
種
共
同
漁
業

河
川
管
理
の
た
め
に
行
う
河
川
工
事
等
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
。

２

第
一
種
区
画
漁
業

水
質
汚
濁
の
防
止
に
留
意
す
る
こ
と
。

３

第
二
種
区
画
漁
業

一�
魚
止
め
施
設
は
、
常
時
完
備
し
て
お
く
こ
と
。

二�
河
川
管
理
の
た
め
に
行
う
河
川
工
事
等
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
。

五

存
続
期
間

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日



内
区
三
十
一
第
一

号 公

示

番

号

内
共
第
四
十
八
号

公

示

番

号

に
じ
ま
す
小
割
り
式
養
殖
業
、
い

わ
な
小
割
り
式
養
殖
業
、
あ
ま
ご

小
割
り
式
養
殖
業
、
こ
い
小
割
り

式
養
殖
業
、
ア
メ
リ
カ
ナ
マ
ズ
小

割
り
式
養
殖
業
、
あ
ゆ
小
割
り
式

養
殖
業
及
び
ち
ょ
う
ざ
め
小
割
り

式
養
殖
業

漁

業

の

名

称

あ
ゆ
漁
業
、
や
ま
め
漁
業
、
い
わ

な
漁
業
及
び
あ
じ
め
ど
じ
ょ
う
漁

業 漁

業

の

名

称

基
点
第
四
十
六
号
と
基
点
第
四
十
七
号
と
を
結
ぶ
線
、
基
点
第
四
十
八

号
と
基
点
第
四
十
九
号
と
を
結
ぶ
線
及
び
基
点
第
五
十
号
と
基
点
第
五
十

一
号
と
を
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
下
小
鳥
ダ
ム
湖
の
水
面

基
点
第
四
十
六
号

飛�
市
河
合
町
大
字
保
字
岩
苔
二
三
四
九
の
九
関

西
電
力
株
式
会
社
境
界
標
柱
右
三
一
四

基
点
第
四
十
七
号

飛�
市
河
合
町
大
字
保
字
井
ノ
平
二
二
五
三
の
一

〇
関
西
電
力
株
式
会
社
境
界
標
柱
左
二
六
九

基
点
第
四
十
八
号

飛�
市
河
合
町
大
字
保
字
井
ノ
平
二
二
五
四
の
二

六
関
西
電
力
株
式
会
社
境
界
標
柱
左
三
〇
三

基
点
第
四
十
九
号

飛�
市
河
合
町
大
字
保
字
水
ヶ
平
一
六
四
四
の
八

関
西
電
力
株
式
会
社
境
界
標
柱
左
三
三
一

基
点
第
五
十
号

飛�
市
河
合
町
大
字
保
字
外
之
洞
二
二
九
〇
の
二
関

西
電
力
株
式
会
社
境
界
標
柱
左
三
六
〇

基
点
第
五
十
一
号

飛�
市
河
合
町
大
字
保
字
岩
苔
二
三
四
二
の
九
関

西
電
力
株
式
会
社
境
界
標
柱
右
三
二
七

漁

場

の

位

置

及

び

区

域

基
点
第
四
十
四
号
と
基
点
第
四
十
五
号
と
を
結
ぶ
線
か
ら
上
流
の
石
徹

白
川
及
び
そ
の
支
派
川

基
点
第
四
十
四
号

石
徹
白
川
右
岸
の
福
井
県
大
野
市
小
谷
堂
二
〇
字

一
の
二
と
郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
字
鬼
神
山
一
の
八

と
の
境
界(

石
徹
白
川
右
岸
県
境)

基
点
第
四
十
五
号

石
徹
白
川
左
岸
の
福
井
県
大
野
市
小
谷
堂
一
九
字

二
の
九
と
郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
字
大
山
一
の
二
と

の
境
界(

石
徹
白
川
左
岸
県
境)

漁

場

の

位

置

及

び

区

域

飛�
市(

平
成
十
六
年
一
月
三

十
一
日
に
お
け
る
吉
城
郡
河
合

村
の
区
域
に
限
る
。)

地

元

地

区

郡
上
市(

昭
和
三
十
三
年
十
月

十
四
日
に
お
け
る
福
井
県
大
野

郡
石
徹
白
村
の
区
域
に
限
る
。)

関

係

地

区

六

免
許
予
定
日

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

七

申
請
期
間

別
表第

五
種
共
同
漁
業

第
一
種
区
画
漁
業

平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
ま
で

八

関
係
地
区
又
は
地
元
地
区

別
表
の
と
お
り

第２９４６号 岐 阜 県 公 報 平成30年５月15日 ( 300 )



内
区
三
十
一
第
四

号 内
区
三
十
一
第
三

号 内
区
三
十
一
第
二

号 公

示

番

号

こ
い
養
殖
業
及
び
ふ
な
養
殖
業

こ
い
養
殖
業
及
び
ふ
な
養
殖
業

こ
い
養
殖
業
及
び
ふ
な
養
殖
業

漁

業

の

名

称

養
老
郡
養
老
町
有
尾
下
池
四
五
六
の
五
一
三
か
ら
な
る
池
沼

養
老
郡
養
老
町
田
鍋
弦
二
九
九
の
一
及
び
二
九
九
の
二
並
び
に
同
町
稲

川
五
五
九
の
一
、
五
五
九
の
二
、
五
七
六
の
一
、
五
七
六
の
二
、
五
七
九

の
一
及
び
五
七
九
の
二
か
ら
な
る
池
沼

養
老
郡
養
老
町
下
笠
細
池
四
六
九
一
の
二
か
ら
な
る
池
沼

漁

場

の

位

置

及

び

区

域

登
り
落
漁

具

又

は

漁

法

の

名

称

養
老
郡
養
老
町

養
老
郡
養
老
町

養
老
郡
養
老
町

関

係

地

区

五

統

数

第
二
種
区
画
漁
業

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

可
児
郡
御
嵩
町
西
洞
字
坂
下
六
一
〇
六
の
一
、
字
西
ノ
前
六
一
三
八
の
一
、
六
一
三
八
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
御
嵩
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

漁
業
権
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
等
に
関
す
る
告
示(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
六

号)

に
お
い
て
告
示
さ
れ
た
内
共
第
四
十
八
号
第
五
種
共
同
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
者
が
当
該
免
許
に

基
づ
い
て
漁
業
権
を
行
使
で
き
る
範
囲
に
つ
い
て
、
漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
漁
具
又
は
漁
法(

岐
阜
県
漁
業
調
整
規
則(

昭
和

四
十
年
岐
阜
県
規
則
第
百
十
八
号)

第
六
条
の
漁
具
又
は
漁
法
を
い
う
。)

及
び
統
数
の
範
囲
内
に
制

限
す
る
。

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

酒

向

貞

夫
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公

示

あ
じ
め
ど
じ
ょ
う

い
わ
な

や
ま
め

あ
ゆ
魚

種

産
卵
場
造
成

種
苗
放
流

種
苗
放
流

種
苗
放
流

増

殖

方

法

一
箇
所

一
〇
二
キ
ロ
グ
ラ
ム

六
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

六
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

増

殖

数

量

○
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
増
殖
指
針

漁
業
権
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
等
に
関
す
る
告
示(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
六

号)

に
お
い
て
告
示
し
た
第
五
種
共
同
漁
業
の
増
殖
指
針
を
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
三
十
年
二
月
十
三
日
第
二
千
九
百
二
十
一
号

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で

あ
る
旨
の
通
知(

岐
阜
県
告
示
第
六
十
六
号)

八
一
頁
上
段
前
か
ら
七
行
目
中｢

一
四
四
四
の
一
・
一

四
四
四
の
三
・
一
四
四
五
の
三
・
一
四
四
七(

以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、

一
四
四
四
の
四
、
一
四
四
五
の
一
、
一
四
四
五
の
二｣

は｢

一
四
四
四
の
一
、
一
四
四
四
の
三
、
一
四

四
四
の
四
、
一
四
四
五
の
一
か
ら
一
四
四
五
の
三
ま
で
、
一
四
四
七｣

の
、
同
段
前
か
ら
十
四
行
目
中

｢

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。｣

は｢

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る

の
伐
採
を
禁
止
す
る(

一
四
四
四
の
一
、
一
四
四
四
の
三
、
一
四
四
五
の
三
、
一
四
四
七(

以
上
四
筆

伐
採
種
は
定
め
な
い
。

に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。))

。｣

の
、
同
段
前
か
ら
十
五
行
目
中｢

２｣

は｢

３｣

の
、

同
段
前
か
ら
十
七
行
目
中｢

３｣

は｢

４｣

の
誤
り
。
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平
成
三
十
年
五
月
十
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜
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庁

編
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岐
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